
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、国の緊急事態宣言が延長されたことを

踏まえ、県有観光施設等の臨時休業期間を下記のとおり延長いたします。 

ただし、今後における緊急事態宣言の期間短縮等状況により休業期間を見直す場合

があります。 

記 

【観光関係施設】 

施設名称：天鏡閣・迎賓館 

 所 在 地：耶麻郡猪苗代町大字翁沢御殿山１０４８ 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

 

施設名称：くろがね小屋 

 所 在 地：二本松市永田字長坂地内 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

     （ただし、トイレ・避難施設としての防災機能は維持。）  

 

施設名称：浄土平レストハウス 

 所 在 地：福島市土湯温泉町字鷲倉山地内 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

     （ただし、トイレ・避難施設としての防災機能は維持。）  

 

 施設名称：福島県産業交流館（ビッグパレットふくしま） 

 所 在 地：郡山市南二丁目５２番地 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

 

 

 

 

【県産品関係施設】 

施設名称：福島県観光物産館 

 所 在 地：福島市三河南町 1番 20号 コラッセふくしま１階 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

 

施設名称：日本橋ふくしま館 MIDETTE（ミデッテ） 

 所 在 地：東京都中央区日本橋室町 4-3-16 柳屋太洋ビル 1 階 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

 

施設名称：福島県観光物産館大阪サテライトショップ（福島県大阪事務所内） 

 所 在 地：大阪府大阪市北区梅田１－３－１－９００ 大阪駅前第一ビル９階 

休業延長期間：令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）（２４日間） 

 

 

       令和２年 ５月 ５日 

福島県観光交流局 

  

PRESS RELEASE 

緊急事態宣言に伴う県有観光施設等の臨時休業の延長について 

◇県産品関係施設に関するお問い合わせ先 

福島県県産品振興戦略課 主幹兼副課長 十二所 謙 

   電話 090-6783-3889 

 

 

 

◇観光関係施設に関するお問い合わせ先 

福島県観光交流課 総括主幹 橋川 敦子 

 電話 024-521-7316（内線 2992） 

 

 

 


